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議
院
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逢
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二
君
提
出
安
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内
閣
の
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
に
お
け
る
閣
議
決
定
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民

を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
第
四
条
の

運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
安
倍
内
閣
の
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
に
お
け
る
閣
議
決
定
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、

国
民
を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律

第
四
条
の
運
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

内
閣
法
制
局
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
閣
議
決
定
に
関
し
て
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日
、
正
式
に
、
内
閣
官
房
国
家

安
全
保
障
局
か
ら
当
該
閣
議
決
定
の
案
文
が
送
付
さ
れ
、
意
見
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
、
所
要
の
検
討
を

行
っ
た
上
、
同
年
七
月
一
日
、
内
閣
法
制
局
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣

法
制
局
の
担
当
者
か
ら
、
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
の
担
当
者
に
対
し
電
話
を
か
け
、
口
頭
で
、
意
見
は
な
い
旨
の
回
答

を
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

内
閣
法
制
局
は
、
御
指
摘
の
閣
議
決
定
に
関
し
て
行
っ
た
業
務
に
関
す
る
文
書
と
し
て
、
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構

築
に
関
す
る
懇
談
会
に
関
す
る
資
料
（
平
成
二
十
六
年
五
月
十
五
日
の
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
記
者
会
見
に
関
す
る
資
料
を
含

む
。
）
、
当
該
閣
議
決
定
の
案
文
の
た
た
き
台
や
概
要
を
含
む
安
全
保
障
法
制
整
備
に
関
す
る
与
党
協
議
会
に
関
す
る
資
料

一



（
自
由
民
主
党
総
務
会
及
び
公
明
党
政
務
調
査
会
全
体
会
議
に
関
す
る
資
料
を
含
む
。
）
及
び
内
閣
法
制
局
が
内
閣
官
房
国

家
安
全
保
障
局
か
ら
正
式
に
送
付
を
受
け
た
当
該
閣
議
決
定
の
案
文
に
つ
い
て
意
見
は
な
い
旨
の
回
答
を
す
る
に
当
た
っ
て

決
裁
を
行
っ
た
際
の
い
わ
ゆ
る
原
議
を
保
有
し
て
い
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
内
閣
法
制
局
に
お
い
て
は
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律

第
六
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
正
に
文
書
を
管
理
し
て
い
る
。

二


